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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

(呼値) (呼値)

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引

ａ～ｃ  （略） ａ～ｃ  （略）

ｄ ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０

及び東証ＲＥＩＴ指数

ｄ 東証マザーズ指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰ

ＩＸ Ｃｏｒｅ３０及び東証ＲＥＩＴ指

数

０．５ポイントとする。ただし、ストラ

テジー取引については、０．１ポイントと

する。

０．５ポイントとする。ただし、ストラ

テジー取引については、０．１ポイントと

する。

ｅ  （略） ｅ  （略）

ｆ 東証マザーズ指数、ＮＹダウ、Ｎｉｆｔ

ｙ ５０及び台湾加権指数

ｆ ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０及び台湾加

権指数

１ポイントとする。ただし、東証マザー

ズ指数に係るストラテジー取引について

は、０．１ポイントとする。

１ポイントとする。

ｇ～ｉ  （略） ｇ～ｉ  （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

９～１２ （略） ９～１２ （略）

付  則

この改正規定は、平成２９年４月３日から施行

する。
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

(呼値の制限値幅) (呼値の制限値幅)

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に掲げ

る市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定める数値とする。

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に掲げ

る市場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定める数値とする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日経イ

ンデックス４００、東証マザーズ指数、

ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、

東証銀行業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指

数

ａ 日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ日経イ

ンデックス４００、東証マザーズ指数、

ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、

東証銀行業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指

数

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる取引

日（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。）の２５日前の応当日（休業日を除外

する。以下日数計算において同じ。）に終

了する取引日から起算して２０日間にお

ける取引対象指数ごとの中心限月取引（取

引対象指数が当該中心限月取引と同一の

指数先物取引の限月取引のうち流動性が

最も集中しているものとして本所が指定

する限月取引をいう。）に係る毎取引日の

第５項に規定する呼値の制限値幅の基準

値段（第６項の規定により定める呼値の制

限値幅の基準値段を含む。）の平均値（次

項第２号ａにおいて「国内指数制限値幅算

定基準値」という。）に１００分の８を乗

じて得た数値（日経平均に係るものにあっ

ては１０円の整数倍の数値でないときは、

１０円の整数倍の数値に切り下げ、ＪＰＸ

日経インデックス４００に係るものにあ

っては５ポイントの整数倍の数値でない

ときは、５ポイントの整数倍の数値に切り

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げる取引

日（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。）の２５日前の応当日（休業日を除外

する。以下日数計算において同じ。）に終

了する取引日から起算して２０日間にお

ける取引対象指数ごとの中心限月取引（取

引対象指数が当該中心限月取引と同一の

指数先物取引の限月取引のうち流動性が

最も集中しているものとして本所が指定

する限月取引をいう。）に係る毎取引日の

第５項に規定する呼値の制限値幅の基準

値段（第６項の規定により定める呼値の制

限値幅の基準値段を含む。）の平均値（次

項第２号ａにおいて「国内指数制限値幅算

定基準値」という。）に１００分の８を乗

じて得た数値（日経平均に係るものにあっ

ては１０円の整数倍の数値でないときは、

１０円の整数倍の数値に切り下げ、ＪＰＸ

日経インデックス４００に係るものにあ

っては５ポイントの整数倍の数値でない

ときは、５ポイントの整数倍の数値に切り
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下げ、東証マザーズ指数に係るものにあっ

ては１ポイントの整数倍の数値でないと

きは、１ポイントの整数倍の数値に切り下

げ、東証株価指数、ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩ

Ｘ Ｃｏｒｅ３０及び東証ＲＥＩＴ指数に

係るものにあっては０．５ポイントの整数

倍の数値でないときは、０．５ポイントの

整数倍の数値に切り下げ、東証銀行業株価

指数に係るものにあっては０．１ポイント

の整数倍の数値でないときは、０．１ポイ

ントの整数倍の数値に切り下げる。次項第

２号ａにおいて同じ。）とする。

下げ、東証株価指数、東証マザーズ指数、

ＲＮＰ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０及

び東証ＲＥＩＴ指数に係るものにあって

は０．５ポイントの整数倍の数値でないと

きは、０．５ポイントの整数倍の数値に切

り下げ、東証銀行業株価指数に係るものに

あっては０．１ポイントの整数倍の数値で

ないときは、０．１ポイントの整数倍の数

値に切り下げる。次項第２号ａにおいて同

じ。）とする。

ｂ～ｈ  （略） ｂ～ｈ  （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

３～６ （略） ３～６ （略）

付  則

この改正規定は、平成２９年２月２８日から施

行し、平成２９年３月１日に終了する取引日にお

ける取引より適用する。


